
２００６年３月２９日：東京地方検察庁あて

「告発に対する不起訴処分決定の理由などの説明を求める請求」
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半澤一宣（印）

告発に対する不起訴処分決定の理由などの説明を求める請求

前略失礼いたします。

本日午後、第６２１－５０－３５８６３－１号配達記録郵便により「東地刑第１５５２

号」及び「東地刑第１５５３号」の処分通知書２通が届きました。結果的に、昨日付け第

６９３－６１－６２１０９－２号配達記録郵便による請求と行き違いになってしまった失

礼を、お詫び申し上げます。

しかしながら、私は、昨年６月２６日付け告発状の２ページ目の４０行目以降に「この

件につきましては、処分が決定しだい、その内容（不起訴又は起訴猶予と決定された場合

にはその理由も）をすみやかに私に書面にて御通知下さりたく、刑事訴訟法第２６０条及

び第２６１条によりあらかじめ請求致しますことを付記」していたにもかかわらず、今回

の処分通知書には処分理由が記載されておらず、また処分理由を記載した別紙なども添付

されていませんでした。

よって私は、刑事訴訟法第２６１条に基づき、上記２通の通知に係る不起訴処分決定の

理由の説明を改めて御請求申し上げますので、すみやかに書面にて御回答くださいますよ

う、お願い申し上げます。

また、私は、昨年６月２６日付け及び同７月７日付けで郵送した、本件通知に係る告発

状について、貴庁が当該告発を受理したか否かの通知を受け取っていませんでした。

同様に、私が昨年１１月１０日付け第１３－１１８４－５５５０１号普通小包郵便にて

貴庁所属で「平成１７年刑（わ）１４８１号事件」の担当だった星野検察官あてに送付し

た、東武鉄道株式会社鉄道事業本部電気部信号通信課長（氏名不詳）、及び「いけだなおと」

（漢字不詳）・同社同本部運輸部運転課長ほか２名を対象とした告発が受理されているのか

否かについての通知も、いまだ受け取っておりません。

これについて、貴庁が当該告発状３通を受理した旨を私あてに御通知くださらなかった

理由、昨年１１月１０日付け告発に係る処分が決定しているのか否か、並びにそれが不起

訴処分と決定されているのであればそのように決定された理由についても、上記星野検察

官に御照会のうえ、合わせて御回答くださいますようお願い申し上げます。

取り急ぎ用件のみにて失礼いたします。

草々

記事 配達記録郵便物引受番号と配達完了日および配達郵便局

第６９３－６１－６２１１０－３号

平成１８（２００６）年３月３０日 東京中央郵便局にて配達完了


